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本
年
四
月
二
十
七
日
か
ら
五
月
六
日
ま
で
の
十
連
休
に
お
け
る
診
療
報
酬
の
休
日
加
算
に
関
す
る
質
問
主
意
書

「
本
年
四
月
二
十
七
日
か
ら
五
月
六
日
ま
で
の
十
連
休
等
の
長
期
連
休
に
お
け
る
診
療
報
酬
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
（
平

成
三
十
一
年
保
医
発
〇
一
三
〇
第
一
号
）
に
よ
る
と
、
「
保
険
医
療
機
関
が
表
示
す
る
」
「
休
日
」
「
に
お
い
て
」
診
療
を

行
っ
た
場
合
に
、
「
休
日
加
算
」
と
な
る
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
十
九
号
）
と
し
て
い
る
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
土
日
祝
日
を
休
診
日
と
し
て
い
た
開
業
医
が
、
患
者
の
こ
と
を
考
え
、
十
連
休
中
、
開
診
日
を
定
め
て
い

た
場
合
、
休
日
加
算
が
な
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
。

そ
こ
で
、
次
の
と
お
り
質
問
す
る
。

一

患
者
の
こ
と
を
考
え
て
、
土
日
祝
日
を
休
診
日
と
し
て
い
た
開
業
医
が
、
十
連
休
中
、
開
診
日
を
定
め
た
場
合
に
は
、
休

日
加
算
と
す
る
特
例
措
置
を
行
う
べ
き
と
考
え
る
が
、
政
府
と
し
て
、
こ
の
よ
う
特
例
措
置
の
実
施
を
検
討
す
る
予
定
は
あ

る
か
。

二

政
府
と
し
て
、
十
連
休
中
、
外
来
診
療
を
行
う
日
な
ど
、
連
休
中
の
医
療
機
関
の
対
応
を
ま
と
め
た
リ
ス
ト
を
取
り
ま
と

め
た
後
、
外
来
診
療
態
勢
が
不
十
分
と
判
断
し
た
場
合
に
つ
い
て
、
政
府
と
し
て
事
前
に
ど
の
よ
う
な
対
応
を
行
う
こ
と
を

予
定
し
て
い
る
か
。

一



三

政
府
と
し
て
、
十
連
休
中
、
国
民
が
医
療
サ
ー
ビ
ス
で
不
利
益
が
生
じ
な
い
よ
う
万
全
の
対
応
を
期
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
間
違
い
な
い
か
。

右
質
問
す
る
。

二


